


















 

 

 

業者特定理由書 

 

下記の理由により見積事業者を特定する。 

 

記 

 

 １ 件  名   豊平峡ダム及び定山渓ダム水質調査業務 

 

 ２ 事業者名   株式会社 福田水文センター 

 

 ３ 特定理由 

 ・本業務は北海道開発局札幌開発建設部(以下、「開発局」という) と共同で行ってい

る継続調査であり、開発局の業務委託により採水されたダム湖水について、浄水処

理に影響を及ぼす項目の水質分析を実施するものである。既に開発局はダム貯水池

水質調査業務を上記業者と契約済である。 

・本業務により得られた測定データは、開発局と相互補完を行っているため、同一日

の同一地点においてダム湖水の採水及び測定を実施する必要がある。 

 ・上記業者に本業務を実施させた場合、確実に同一日の同一地点においてダム湖水の

採水及び測定が可能なため、履行品質が確保できる。また、開発局発注業務にて採

水が行われるため、経費の削減も見込まれる。よって、競争に付するよりも有利と

認められる。 

 

 

 ４ 根拠規定 

   地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号に該当すると判断されるため。 

 

総務部総務課 予算執行課 

総務部長 総務課長 調査担当 
係長 

係 
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 業者特定理由書 
 
 下記の理由により見積事業者を特定する。 
 

記 
 
１ 件  名 

令和６年度 札幌水道じっかんキャンペーン業務 
（公募型企画競争） 

 
２ 事業者名 

株式会社 東急エージェンシー北海道支社 
 
３ 特定理由 

本業務は、水道水や水道事業のPRに効果的な企画内容・手法等を選定するとともに、

各種広報活動を一連のキャンペーンとして展開していくものである。 
企画の提案には、高度な創造性、技術力、広告分野における専門的な知識及び経験が

必要とされ、企画内容の良否が業務の目的達成を大きく左右する。 
したがって、本業務は企画内容の良否を第一義としており、競争入札にはそぐわず、

企画競争による選考の結果、最も審査内容に合致している案を提示した業者と契約を締

結することが望ましいため。 
 
４ 根拠規定 
  地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号に該当すると判断されるため。 

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 




